
 

エコ通勤取組の手順 

   エコ通勤を持続的に進めるためには、下記の様な手順で取組を進め、定期的にその成果を検 

証していくことが重要です。 

       実施体制の検討 

            事業所内の体制づくりとして、担当部署、担当者を選任しましょう。 

       通勤実態の把握 

            下記の様なアンケートを実施しましょう。 

       具体的な取組の検討 

            事業所内で実施可能な具体的な取組を検討しましょう。 

       取組の実施 

            決定した取組を実践し、定期的に検証しましょう。 

エコ通勤の具体的取組 

○ コミュニケーションアンケートの実施 

エコ通勤を実施するためには、まず、「通勤実態」を把握することが重要です。なお、この調 

査を行う際には、「公共交通の情報提供」を行うと共に、調査項目に自分自身の通勤を振り返る 

ための設問を追加することで、エコ通勤への転換を促すきっかけとすることが出来ます。 

   下記の様なアンケートを参考として下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ チラシ・パンフレット等の配布 

                     （出典：国土交通省エコ通勤ポータルサイト） 

取組み事例の紹介 

 

チェック 



○ チラシ・パンフレットの配布 

   チラシ・ポスター等の配布や、社内の掲示板やメールでの呼びかけをしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 時刻表・路線図等の配布 

 エコ通勤を推進するために、最寄りの鉄道やバスなどの公共交通の情報を提供しましょう。 

 

                            （出典：宇治地域通勤マップ） 

 

○ 研修会の実施 

職場での会議や連絡会等を利用して、エコ通勤に関する情報を提供することも効果を発揮し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



○ マイカー通勤の禁止等 

 特別な事情を除いて、就業規則等で自動車通勤を原則禁止、あるいは駐車場を有料化してい

る例があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これ以外に、相乗り、時差出勤の推奨や、徒歩通勤者・自転車通勤者への通勤手当の支給、 

在宅勤務制度の導入などの例もあります。 

 

○ 駐輪場の設置 

 自転車、スクーター等の駐輪場を整備することも、エコ通勤の推進に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 更衣室・シャワールーム等の設置 

更衣室やシャワールームを整備することが、徒歩通勤者、自転車通勤者等の快適性の向上と 

なります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



○ 通勤バスの運営 

 自社所有のバスによる送迎や、バス事業者への通勤バス運行委託なども行われています。 

 

 

 


